
規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規

則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
条
第
一
項
中
「
、
副
支
所
長
」
を
削
る
。 

 
 

第
十
条
第
三
項
の
表
埼
玉
県
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
支
所
長
の
項
中
「
副
支
所
長
」
を
「
担

当
部
長
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

所
長
、
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
利
根
地
域
振

興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
秩
父
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項

第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄2

3

中
「
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
」
を
「
第

十
八
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄2

4

中
「
第
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
」
を
「
第
十
八

条
の
二
十
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄2

5

中
「
第
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条

の
二
十
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄2

6

中
「
第
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の

三
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄2

7

中
「
第
十
八
条
の
三
十
一
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十

六
第
一
項
」
に
、
「
第
十
八
条
の
二
十
七
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
二
」
に
改
め
、
同
欄2

8
及

び2
9

中
「
第
十
八
条
の
三
十
一
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄

3
0

中
「
水
銀
排
出
施
設
設
置
者
若
し
く
は
特
定
工
事
施
工
者
」
を
「
解
体
等
工
事
の
発
注
者
、

元
請
業
者
、
自
主
施
工
者
若
し
く
は
下
請
負
人
若
し
く
は
水
銀
排
出
施
設
設
置
者
」
に
改
め
、

同
号
専
決
事
項
の
欄1

3

中
「
第
十
八
条
の
十
六
」
を
「
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
又
は
第
二
項
」

に
改
め
、
「
対
し
、
」
の
下
に
「
法
第
十
八
条
の
十
九
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
当
該
各
号
に
定

め
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
又
は
」
を
加
え
、
同
欄1

4

中
「
第
十
八
条
の
十
九
」
を
「
第
十
八

条
の
二
十
一
」
に
、
「
を
施
工
す
る
者
」
を
「
の
元
請
業
者
若
し
く
は
下
請
負
人
又
は
自
主
施

工
者
」
に
改
め
、
同
欄1

5

中
「
第
十
八
条
の
二
十
六
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
一
」
に
改
め
、

同
欄1
6

中
「
第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同

欄1
7

中
「
第
十
八
条
の
二
十
九
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表

福
祉
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄1

5

及
び1

6

中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第

五
十
四
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄
５
中
「
第
八
条
第
四
項
」
を

29 

28 

23 

27 

26 

30 

25 
24 

16 

15 

16 

17 

14 

13 
15 



「
第
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
八
条
第
五
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
五
項
、
第

三
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
八
条
第
六
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
、
第
三
十
七
条
第
六
項
」

に
改
め
、
同
表
保
健
所
長
の
項
第
十
三
号
専
決
事
項
の
欄
４
中
「
第
二
十
四
条
の
四
」
を
「
第

二
十
四
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項

第
二
十
三
号
委
任
事
務
の
欄
中4

0

を4
4

と
し
、3

7

か
ら3

9

ま
で
を4

1

か
ら4

3

ま
で
と
し
、3

6

を

3
8

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

3
9
 
 

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
（
法
第
七
条
第
一
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
政
令
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
感
染

症
等
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、

又
は
当
該
者
の
居
宅
等
か
ら
外
出
し
な
い
こ
と
等
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
。 

4
0
 

法
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
七
条
第
一
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
政
令
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
感
染

症
の
患
者
又
は
当
該
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
宿
泊
施

設
等
か
ら
外
出
し
な
い
こ
と
等
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
二
十
三
号
委
任
事
務
の
欄
中3

5

を3
7

と
し
、

3
4

を3
6

と
し
、
同
欄3

3

中
「
第
三
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
場

合
」
の
下
に
「
及
び
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
」
を
加
え
、
同
欄3

3

を

同
欄3

5

と
し
、
同
欄
中3

2

を3
3

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

3
4
 
 

法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
法
第
七
条
第
一
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
政
令
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
協
力
の
求
め
に
応
じ
な
い
者
が
負
担
す
る
費

用
を
認
定
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
二
十
三
号
委
任
事
務
の
欄
中3

1

を3
2

と
し
、

2
3

か
ら3

0

ま
で
を2

4

か
ら3

1

ま
で
と
し
、
同
欄2

2

中
「
及
び
法
第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄2

2

を
同
欄2

3

と
し
、
同
欄2

1

中
「
及
び
法

第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄2

1

を
同
欄

2
2

と
し
、
同
欄2

0

中
「
及
び
法
第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
」
に
改
め
、
同
欄2

0

を
同
欄2

1

と
し
、
同
欄1

9

中
「
及
び
法
第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄1

9

を
同
欄2

0

と
し
、
同
欄1

8

中
「
及
び
法

第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄1

8

を
同
欄

1
9

と
し
、
同
欄1

7

中
「
及
び
法
第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
」
に
改
め
、
同
欄1

7

を
同
欄1

8

と
し
、
同
欄1

6

中
「
及
び
法
第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄1

6

を
同
欄1

7

と
し
、
同
欄1

5

中
「
及
び
法

第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄1

5

を
同
欄

1
6

と
し
、
同
欄1

4

中
「
及
び
法
第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二

44 

40 

37 

39 

41 

40 

39 

43 

36 

38 

35 

37 

34 

36 

33 

33 

33 

35 

32 

34 
23 

30 

24 

31 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

21 

19 

19 

19 

17 

17 

17 

18 

16 

16 

16 

14 

31 

32 

23 

21 

21 

15 

15 

18 

18 



項
」
に
改
め
、
同
欄1

4

を
同
欄1

5

と
し
、
同
欄1

3

中
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
削
り
、
「
及
び

法
第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄1

3

を
同

欄1
4

と
し
、
同
欄1

2

中
「
及
び
法
第
二
十
六
条
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第

二
項
」
に
改
め
、
同
欄1

2

を
同
欄1

3

と
し
、
同
欄
中1

1

を1
2

と
し
、
５
か
ら1

0

ま
で
を
６
か
ら

1
1

ま
で
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

５ 

法
第
十
五
条
第
八
項
（
第
七
条
第
一
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
政
令
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
の
質
問
又
は

必
要
な
調
査
に
対
し
て
協
力
し
な
い
者
に
対
し
、
書
面
で
通
知
し
、
又
は
書
面
を
交
付
す

る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
中
第
二
十
九
号
を
削
り
、
第
三
十
号
を
第
二

十
九
号
と
し
、
第
三
十
一
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
三
十
二
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
同
項
第

三
十
三
号
委
任
事
務
の
欄
８
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
十
四

条
第
十
項
」
を
「
第
十
四
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
５
中
「
第
六
十
九
条

第
四
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
七
十
条
第
二
項
」
を
「
第
七

十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄2

1

中
「
第
十
四
章
」
を
「
第
十
五
章
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
三
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
三
十
五
号
を
第
三
十
四
号

と
し
、
同
項
第
三
十
六
号
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一

項
」
に
、
「
採
血
所
」
を
「
採
血
事
業
者
の
事
務
所
、
採
血
所
そ
の
他
の
場
所
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
三
十
五
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
七
号
を
第
三
十
六
号
と
し
、
第
三
十
八
号
か
ら

第
四
十
六
号
ま
で
を
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
と
し
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

 

             

四
十
六 

農
林
水
産

物
及
び
食
品
の
輸

出
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
令
和
元 

年
法
律
第
五
十
七

号
。
以
下
こ
の
項 

に
お
い
て
「
法
」 

と
い
う
。
）
の
施 

行
に
関
す
る
事
務

（
主
務
大
臣
が
厚

生
労
働
大
臣
で
あ

る
農
林
水
産
物
又

は
食
品
の
う
ち
、 

食
肉
に
係
る
も
の 

１ 

法
第
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
輸

出
証
明
書
を
発
行
す
る

こ
と
。 

２ 

法
第
三
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

輸
出
証
明
書
の
発
行
を

受
け
た
者
又
は
適
合
施

設
の
設
置
者
等
に
対
し
、

必
要
な
報
告
又
は
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

１ 

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
適
合
施
設
を
認
定

す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
適
合
施
設
が
認
定

要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
適
合
施
設
の
設
置

者
等
に
対
し
、
改
善
す
べ
き
こ

と
を
求
め
る
こ
と
。 

４ 

法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
そ
の
職
員
に
、 

事
業
所
等
に
立
ち
入
り
、
事
業

所
等
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
調
査
さ

せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ

る
こ
と
。 

 

15 

12 

14 

13 

11 

14 

13 

13 

10 

11 

21 

12 

12 



                                  

四
十
七 
埼
玉
県
受

動
喫
煙
防
止
条
例

（
令
和
二
年
埼
玉

県
条
例
第
十
七
号
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
条
例
」
と 

い
う
。
）
の
施
行 

に
関
す
る
事
務
あ

あ 

 

 

を
除
く
。
）
〇
〇 

条
例
第
十
一
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
既
存
特
定
飲 

食
提
供
施
設
の
管
理
権
原

者
等
に
対
し
、
望
ま
な
い 

受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
指
導
及
び
助

言
を
す
る
こ
と
。 

 

１ 

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
喫
煙
可
能
室
の
設

置
に
係
る
届
出
を
受
理
す
る
こ

と
。 

２ 

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
従
業
員
に
係
る
状

況
の
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。 

３ 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
既
存
特
定
飲
食

提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
に
対

し
、
喫
煙
可
能
室
を
廃
止
す
る

こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

４ 

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た

者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と

き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ

と
。 

５ 

条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た

者
が
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を

と
ら
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の 

者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、 

そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
報
告
を
さ
せ
、 

又
は
そ
の
職
員
に
、
既
存
特
定

飲
食
提
供
施
設
に
立
ち
入
り
、

当
該
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設

の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、

若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ

る
こ
と
。 

７ 

条
例
第
十
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
を
交

付
す
る
こ
と
。 

所
等
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、 

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
調
査
さ

せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ

る
こ
と
。 

 



       

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
４
及
び
５

中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄1

7

中
「
豚
コ
レ
ラ
予

防
液
」
を
「
豚
熱
予
防
液
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら

第
三
項
ま
で
」
に
、
「
命
ず
る
」
を
「
命
じ
、
又
は
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
公
表
す
る
」
に
改
め
、
同
欄
中
５
を
６
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

５ 

法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
の
所
有
者
に

対
し
、
改
善
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、

又
は
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第

六
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
専
決
事
項
の
欄
中
９

を1
1

と
し
、
２
か
ら
８
ま
で
を
４
か
ら1

0

ま
で
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

２ 

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
商
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
。 

３ 

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
商
の
免
許
を
取
り
消
し
、
又
は
事
業
の
停

止
を
命
ず
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
八
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
及

び
」
を
「
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林

省
令
第
九
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
」
に
改
め
、
同

号
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
又
は
」
の
下
に
「
家
畜
人
工
授
精
及
び
」
を
加
え
、
同
欄
８
中
「
第

七
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、
同
欄
８
を
同
欄2

2

と
し
、
同
欄
７
中
「
第
五
条
」
を
「
第
四

条
」
に
改
め
、
同
欄
７
を
同
欄2

1

と
し
、
同
欄
６
を
削
り
、
同
欄
５
を
同
欄1

2

と
し
、
そ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

1
3
 

法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
家

畜
人
工
授
精
用
精
液
又
は
家
畜
受
精
卵
を
譲
り
渡
し
た
者
に
対
し
、
家
畜
人
工
授
精
用
精

液
又
は
家
畜
受
精
卵
の
回
収
及
び
廃
棄
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
。 

1
4
 

施
行
令
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
を
書
換
え
交
付
す
る
こ

 
 

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、

若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ

る
こ
と
。 

７ 

条
例
第
十
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
を

交
付
す
る
こ
と
。 

 

14 

21 

13 

22 

11 

10 

17 
12 



と
。 

1
5
 

施
行
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
を
再
交
付
す
る

こ
と
。 

1
6
 

施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
人
工
授
精
師
免

許
証
の
返
納
若
し
く
は
提
出
を
受
理
す
る
こ
と
又
は
提
出
を
受
理
し
た
家
畜
人
工
授
精
師

免
許
証
を
返
還
す
る
こ
と
。 

1
7
 

施
行
規
則
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
を
交
付
す
る
こ
と
。 

1
8
 

施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
を
書
換
え
交
付
す
る
こ
と
。 

1
9
 

施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
を
再
交
付
す
る
こ
と
。 

2
0
 

施
行
規
則
第
四
十
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
の
返

納
若
し
く
は
提
出
を
受
理
す
る
こ
と
又
は
提
出
を
受
理
し
た
許
可
証
を
返
還
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
八
号
専
決
事
項
の
欄
中
４
を
６

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

７ 

法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
人
工
授
精
所
の
許

可
に
係
る
事
項
の
変
更
又
は
家
畜
人
工
授
精
所
の
再
開
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
を
取
り

消
す
こ
と
。 

９ 

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
を
取
り

消
し
、
又
は
そ
の
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。 

1
0
 

法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
者
か
ら
運
営
の

状
況
の
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。 

1
1
 

法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
種
畜
の
飼
養
者
等
に
対
し
、
必
要
な
事
項

の
報
告
を
求
め
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
八
号
専
決
事
項
の
欄
３
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

４ 

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
。 

５ 

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
取
り
消
し
、
又

は
そ
の
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
２
中
「
、
第
二

項
及
び
第
三
項
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   

六 

農
林
水
産
物
及

び
食
品
の
輸
出
の

促
進
に
関
す
る
法

律
（
以
下
こ
の
項 

に
お
い
て
「
法
」 

と
い
う
。
）
の
施 

行
に
関
す
る
事
務

（
主
務
大
臣
が
厚

生
労
働
大
臣
で
あ

る
も
の
で
あ
つ
て
、

食
肉
の
輸
出
に
係

る
も
の
に
限
る
。
） 

１ 

法
第
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
輸

出
証
明
書
を
発
行
す
る

こ
と
。 

２ 

法
第
三
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

輸
出
証
明
書
の
発
行
を

受
け
た
者
又
は
適
合
施

設
の
設
置
者
等
に
対
し
、

必
要
な
報
告
又
は
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

１ 

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
適
合
施
設
を
認
定

す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
適
合
施
設
が
認
定

要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
適
合
施
設
の
設
置

者
等
に
対
し
、
改
善
す
べ
き
こ

と
を
求
め
る
こ
と
。 

４ 

法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
そ
の
職
員
に
、 

事
業
所
等
に
立
ち
入
り
、
事
業

所
等
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
調
査
さ

せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ

る
こ
と
。 

 

 

15 18 17 16 19 20 10 11 



 

 
 

             

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第

二
十
四
条
の
四
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
五
条

第
六
項
」
に
改
め
、
同
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

         

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
三
十
五
条
」

を
「
第
八
十
七
条
」
に
、
「
漁
業
権
者
」
を
「
個
別
漁
業
権
を
有
す
る
者
」
に
改
め
、
同
欄
４

中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
休
業
期
間
中
の
」
を
「
休
業

中
の
個
別
漁
業
権
の
内
容
た
る
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十

八
条
第
二
項
」
に
、
「
き
く
」
を
「
聴
く
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

６ 

法
第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
業
に
お
け
る
資
源
管
理
の
状

況
等
に
係
る
報
告
を
受
理
し
、
及
び
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
に
必
要
な
事
項
を
報
告
す

二
十
五 

防
災
重
点

農
業
用
た
め
池
に

係
る
防
災
工
事
等

の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
令

和
二
年
法
律
第
五

十
六
号
）
の
施
行 

に
関
す
る
事
務
〇

〇 

 

防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
に
係

る
防
災
工
事
等
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
第
四
条
第
二
項
（
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
く
こ

と
。 

 

六 

農
林
水
産
物
及

び
食
品
の
輸
出
の

促
進
に
関
す
る
法

律
（
以
下
こ
の
項 

に
お
い
て
「
法
」 

と
い
う
。
）
の
施 

行
に
関
す
る
事
務

（
主
務
大
臣
が
厚

生
労
働
大
臣
で
あ

る
農
林
水
産
物
又

は
食
品
の
う
ち
、 

食
肉
に
係
る
も
の 

に
限
る
。
）
〇
〇 

１ 

法
第
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
輸

出
証
明
書
を
発
行
す
る

こ
と
。 

２ 

法
第
三
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

輸
出
証
明
書
の
発
行
を

受
け
た
者
又
は
適
合
施

設
の
設
置
者
等
に
対
し
、

必
要
な
報
告
又
は
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

１ 

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
適
合
施
設
を
認
定

す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
適
合
施
設
が
認
定

要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
適
合
施
設
の
設
置

者
等
に
対
し
、
改
善
す
べ
き
こ

と
を
求
め
る
こ
と
。 

４ 

法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
そ
の
職
員
に
、 

事
業
所
等
に
立
ち
入
り
、
事
業

所
等
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
調
査
さ

せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ

る
こ
と
。 

 

 



る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄2

2

中
「
第
百
三
十
七

条
の
二
」
を
「
第
百
八
十
六
条
」
に
改
め
、
同
欄2

2

を
同
欄2

5

と
し
、
同
欄2

1

中
「
第
百
三
十

四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄2

1

を
同
欄2

3

と
し
、
そ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

2
4
 

法
第
百
七
十
七
条
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
業
権
の
変
更
等
に
よ
つ
て
生
じ
た

損
失
を
補
償
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄2

0

中
「
第
百
三
十
四

条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄2

0

を
同
欄2

2

と
し
、
同
欄1

9

中
「
第

百
二
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
第
五
項
」
に
、
「
き
く
」
を
「
聴
く
」
に
改
め
、

同
欄1

9

を
同
欄2

1

と
し
、
同
欄1

8

中
「
第
百
二
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
第
四
項
」

に
改
め
、
同
欄1

8

を
同
欄2

0

と
し
、
同
欄1

7
中
「
第
百
二
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
百
六
十
五

条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄1

7

を
同
欄1

9

と
し
、
同
欄1

6

中
「
第
百
二
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第

百
六
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
き
く
」
を
「
聴
く
」
に
改
め
、
同
欄1

6

を
同
欄1

8

と
し
、
同
欄

1
5

中
「
第
百
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄1

5

を
同
欄1

7

と
し
、
同
欄1

4

中
「
第
百
二
十
二
条
」
を
「
第
百
六
十
三
条
」
に
改
め
、
同
欄1
4

を
同
欄1

6

と

し
、
同
欄1

3

中
「
第
百
二
十
一
条
」
を
「
第
百
六
十
二
条
」
に
改
め
、
同
欄1
3

を
同
欄1

5

と
し
、

同
欄1

2

中
「
第
百
二
十
条
」
を
「
第
百
六
十
一
条
」
に
改
め
、
同
欄1
2

を
同
欄1

4

と
し
、
同
欄

1
1

中
「
第
六
十
七
条
第
十
一
項
」
を
「
第
百
二
十
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
欄1

1

を
同
欄1

3

と
し
、
同
欄1

0

中
「
第
六
十
七
条
第
九
項
」
を
「
第
百
二
十
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
欄1

0

を

同
欄1

2

と
し
、
同
欄
９
中
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
百
二
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同

欄
９
を
同
欄1

1

と
し
、
同
欄
８
中
「
第
六
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
百
二
十
条
第
三
項
」
に
改

め
、
同
欄
８
を
同
欄1

0

と
し
、
同
欄
７
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第
一
項
」

に
、
「
先
取
特
権
者
又
は
抵
当
権
者
」
を
「
登
録
先
取
特
権
者
等
」
に
改
め
、
同
欄
７
を
同
欄

９
と
し
、
同
欄
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

７ 

法
第
九
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
業
権
者
に
対
し
、
漁
場
の

適
切
か
つ
有
効
な
活
用
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
導
し
、
又
は

勧
告
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
九
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
く

こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
十
五
条
第

五
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
十
八
条

第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
欄
４
中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
十
八
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条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第

二
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
十
八
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
六
項
」

に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中

「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄1

0

中
「
第
三
十
三
条
」
を

「
第
三
十
七
条
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則

第
二
十
二
号
」
を
「
令
和
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                           

１ 

規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
産
動
物
の
採
捕
を
許
可
す
る
こ
と
。 

２ 

規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
の
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

３ 

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
の
判
断
に
必
要
な
書
類
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
。 

４ 

規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴

き
、
申
請
者
に
許
可
を
し
な
い
理
由
を
通
知
し
、
意
見
の
聴
取
を
行
う
こ
と
。 

５ 

規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
捕
の
許
可
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
。 

６ 

規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
捕
の
許
可
後
、
内
水
面

漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
及
び
聴
聞
を
行
い
、
当
該
採
捕
の
許
可
に
条
件

を
付
け
る
こ
と
。 

７ 

規
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
採

捕
の
許
可
の
有
効
期
間
を
別
に
定
め
る
こ
と
。 

８ 

規
則
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
水
面
漁
場
管

理
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
採
捕
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
。 

９ 

規
則
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
水
面
漁
場

管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
当
該
採
捕
の
許
可
を
変
更
し
、
取
り
消
し
、
又
は
そ

の
効
力
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。 

 
 

規
則
第
十
一
条
第
三
項
（
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
聴
聞
を
行
う
こ
と
。 

1
1
 

規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
を
交
付
す
る
こ
と
。 

1
2
 
 

規
則
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
の
写
し
の
返
納
を
受
理
す
る

こ
と
。 

1
3
 

規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
を
受
理
す
る

こ
と
。 

1
4
 

規
則
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。 

1
5
 
 

規
則
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
を
書
換
え
て
交
付
し
、
又
は
再
交
付

す
る
こ
と
。 
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別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
十
一
条
の

二
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
」

を
「
第
十
一
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
十
一
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
十
一

条
の
五
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
十
一
条
の
四
の
二
」
を
「
第
十
一
条
の
六
」
に
改

め
、
同
欄
５
中
「
第
十
一
条
の
五
」
を
「
第
十
一
条
の
七
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
十
一
条

の
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
一
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
７
中

「
第
十
一
条
の
十
二
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
一
条
の
十
五
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄1

0

中
「
第

十
五
条
の
十
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
五
条
の
十
九
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同

欄1
1

中
「
第
十
五
条
の
十
八
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
十
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄1

2

中
「
第
十
五
条
の
十
九
」
を
「
第
十
五
条
の
二
十
六
」
に
改
め
、
同
欄3

5

中
「
第
六
十
八
条
第

五
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄3

6

中
「
第
八
十
五
条
の
九
第
三
項
」
を
「
第

八
十
五
条
の
十
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄3

7

中
「
第
八
十
五
条
の
九
第
四
項
」
を
「
第
八
十

 

1
6
 

規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
の
返
納
を
受
理
す
る
こ
と
。 

1
7
 
 

規
則
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
の
返
納
が
で
き
な
い
理
由
を

付
し
た
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

1
8
 

規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る

者
に
対
し
、
除
害
に
必
要
な
設
備
の
設
置
又
は
除
害
設
備
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
。 

1
9
 
 

規
則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
試
験
研
究
等
を
行
う
た
め
の
採
捕
を

許
可
す
る
こ
と
。 

2
0
 

規
則
第
三
十
条
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
採
捕
の
許
可
の
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

2
1
 

規
則
第
三
十
条
第
三
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
を
交
付
す
る
こ
と
。 

2
2
 

規
則
第
三
十
条
第
四
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
許
可
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
。 

2
3
 

規
則
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
試
験
研
究
等
の
結
果
の
報
告
を
受
理

す
る
こ
と
。 

2
4
 

規
則
第
三
十
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
変
更

を
許
可
す
る
こ
と
。 

2
5
 
 

規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
聴
聞
を
行
い
、
船
舶

に
つ
い
て
停
泊
又
は
漁
具
等
に
つ
い
て
使
用
の
禁
止
等
を
命
ず
る
こ
と
。 

2
6
 

規
則
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
命
じ
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
標
識
を
建
設
し
、

又
は
設
置
し
た
旨
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 
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五
条
の
十
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄3

8

中
「
第
八
十
五
条
の
十
」
を
「
第
八
十
五
条
の
十
四
」

に
改
め
、
同
欄3

9

を
削
り
、
同
欄4

0

中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
二

第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄4

0

を
同
欄3

9

と
し
、
同
欄
中4

1

を4
0

と
し
、
同
欄4

2

中
「
第
九
十
一

条
第
五
項
」
を
「
第
九
十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄4

2

を
同
欄4

1

と
し
、
同
欄
中4

3

を4
2

と
し
、4

4
か
ら4

6

ま
で
を4

3

か
ら4

5

ま
で
と
し
、
同
欄4

7

中
「
第
百
二
十
六
条
の
二
」
を
「
第

百
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
欄4

7

を
同
欄4

6

と
し
、
同
欄
中4

8

を4
7

と
し
、4

9

か
ら5

9

ま
で
を

4
8

か
ら5

8

ま
で
と
し
、
同
項
第
七
号
専
決
事
項
の
欄
中
４
を
削
り
、
５
を
４
と
し
、
６
か
ら1

3

ま
で
を
５
か
ら1

2

ま
で
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

                          

十 

農
林
水
産
物
及

び
食
品
の
輸
出
の

促
進
に
関
す
る
法

律
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」 

と
い
う
。
）
の
施 

行
に
関
す
る
事
務

（
主
務
大
臣
が
農

林
水
産
大
臣
で
あ

る
農
林
水
産
物
又

は
食
品
の
う
ち
、 

水
産
物
に
係
る
も 

の
に
限
る
。
）
〇 

 
 １ 

法
第
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
輸

出
証
明
書
を
発
行
す
る

こ
と
。 

２ 

法
第
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
適

合
施
設
を
認
定
す
る
こ

と
。 

３ 

法
第
十
七
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
適

合
施
設
が
認
定
要
件
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
十
七
条
第
五
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
適

合
施
設
の
設
置
者
等
に

対
し
、
改
善
す
べ
き
こ

と
を
求
め
、
及
び
そ
の

認
定
を
取
り
消
す
こ
と
。 

５ 

法
第
十
七
条
第
六
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
適

合
施
設
を
認
定
し
、
又

は
認
定
を
取
り
消
し
た

こ
と
を
主
務
大
臣
に
報

告
す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
三
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

適
合
施
設
の
設
置
者
等

に
対
し
、
必
要
な
報
告

若
し
く
は
帳
簿
、
書
類

そ
の
他
の
物
件
の
提
出

を
求
め
、
又
は
そ
の
職

員
に
、
事
業
所
等
に
立

ち
入
り
、
事
業
所
等
の

状
況
等
を
調
査
さ
せ
、

若
し
く
は
関
係
者
に
質

問
さ
せ
る
こ
と
。 
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47 

40 

41 

40 

38 

48 

44 

39 

40 
39 

47 

43 

46 

45 

48 

46 

12 

42 

13 

59 

49 

47 

42 

43 

41 

42 



               

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中9
0

を1
8

と
し
、

6
2

か
ら8

9

ま
で
を9

0

か
ら1

7

ま
で
と
し
、
同
欄6

1

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
六
」
を
「
第
四
十

八
条
の
四
十
九
」
に
改
め
、
同
欄6

1

を
同
欄8

9

と
し
、
同
欄6

0

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第

四
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
十
八
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄6

0

を
同
欄8

8

と
し
、
同
欄5

9

中

「
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
十
八
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄5

9

を
同
欄8

7

と
し
、
同
欄5

8

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
十
八

第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄5

8

を
同
欄8

6

と
し
、
同
欄5

7

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
」

を
「
第
四
十
八
条
の
四
十
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄5

7

を
同
欄8

5

と
し
、
同
欄5

6

中
「
第
四

十
八
条
の
二
十
三
第
四
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
十
六
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄5

6

を
同
欄

8
4

と
し
、
同
欄5

5

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
十
六
第
三
項
」

に
改
め
、
同
欄5

5

を
同
欄8

3

と
し
、
同
欄5

4

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
」
を
「
第
四

十
八
条
の
四
十
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄5

4

を
同
欄8

2

と
し
、
同
欄5

3

中
「
第
四
十
八
条
の

二
十
三
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
十
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄5

3

を
同
欄8

1

と
し
、

同
欄5

2

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
三
十
八
第
三
項
」
に
改
め
、

同
欄5

2

を
同
欄7

7

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

7
8
 

法
第
四
十
八
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
駐
車
場
等
運
営
権
者
に

対
し
、
利
用
料
金
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
。 

7
9
 

法
第
四
十
八
条
の
四
十
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
を
受
理
し
、
公
示
す
る
こ

と
。 

 

６ 

法
第
三
十
八
条
第
二 

項
の
規
定
に
基
づ
き
、 

輸
出
証
明
書
の
発
行
を

受
け
た
者
又
は
適
合
施

設
の
設
置
者
等
に
対
し
、

必
要
な
報
告
若
し
く
は

帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の

物
件
の
提
出
を
求
め
、

又
は
そ
の
職
員
に
、
事

業
所
等
に
立
ち
入
り
、

事
業
所
等
の
状
況
等
を

調
査
さ
せ
、
若
し
く
は

関
係
者
に
質
問
さ
せ
る

こ
と
。 

 

 

61 

78 

89 

77 

76 

52 

55 

54 

83 

57 
57 

85 

58 
58 

90 

86 

60 

88 

61 

117 

89 

62 

52 

54 

81 

82 

55 

60 

59 

87 

56 

53 

84 

56 

53 

59 

80 

116 



8
0
 

法
第
四
十
八
条
の
四
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
通
知
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄5

1

中
「
第
四
十

八
条
の
二
十
一
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
三
十
八
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄5

1

を
同
欄7

6
と
し
、
同
欄5

0

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
三
十
八
第
一
項
」

に
改
め
、
同
欄5

0

を
同
欄7

5

と
し
、
同
欄4

9

中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
」
を
「
第
四
十

八
条
の
三
十
七
第
一
項
」
に
、
「
協
定
」
を
「
利
便
施
設
協
定
」
に
改
め
、
同
欄4

9

を
同
欄7

4

と
し
、
同
欄
中4

8

を5
1

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

5
2
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
。 

5
3
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
又

は
当
該
指
定
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
に
つ
い
て
市
町
村
長
と
協
議
す
る
こ
と
。 

5
4
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
又

は
当
該
指
定
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
に
つ
い
て
協
議
を
受
け
、
同
意
す
る
こ
と
。 

5
5
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
こ
と
。 

5
6
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
を
受
理

す
る
こ
と
。 

5
7
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
を
審
査

す
る
こ
と
。 

5
8
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
を
評
価

す
る
こ
と
。 

5
9
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
轄
警
察
署
長
に
協
議
す
る
こ

と
。 

6
0
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
占
用
予
定
者
を
選
定
す
る
こ
と
。 

6
1
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
こ

と
。 

6
2
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
占
用
予
定
者
を
選
定
し
た
旨
を

通
知
す
る
こ
と
。 

6
3
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
を
認
定

す
る
こ
と
。 

6
4
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
六
第
二
項
（
法
第
四
十
八
条
の
二
十
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
こ
と
。 

6
5
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
歩
行
者
利
便
増
進
計
画
の
変
更

を
認
定
す
る
こ
と
。 

6
7
 

法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
計
画
提
出
者
の
地
位
承
継
を
承
認

65 64 63 62 61 59 60 57 58 53 54 55 56 52 

51 

48 

74 

50 
50 

49 

49 

79 

73 

51 
51 

75 

66 



す
る
こ
と
。 

6
8
 

法
第
四
十
八
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
車
両
停
留
施
設
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
車
両
の
種
類
を
指
定
す
る
こ
と
。 

6
9
 

法
第
四
十
八
条
の
三
十
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
こ
と
。 

7
0
 

法
第
四
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
車
両
の
停
留
の
許

可
又
は
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
。 

7
1
 

法
第
四
十
八
条
の
三
十
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
標
識
を
設
け
る
こ
と
。 

7
2
 

法
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
停
留
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
。 

7
3
 

法
第
四
十
八
条
の
三
十
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中4

7

を5
0

と
し
、

3
0

か
ら4

6

ま
で
を3

3

か
ら4

9

ま
で
と
し
、2

9

を3
1

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

3
2
 

法
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
運
行
補
助
施
設
の
性
能
等
に
つ

い
て
公
示
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中2

8

を3
0

と
し
、

1
2

か
ら2

7

ま
で
を1

4

か
ら2

9

ま
で
と
し
、1

1

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

1
2
 

法
第
三
十
三
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
利
便
増
進
誘
導
区
域
の
指
定
等
に
つ
い
て
所
轄
警
察
署
長
に
協
議
す
る
こ
と
。 

1
3
 

法
第
三
十
三
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
示
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
中
第
二
十
九
号
を
削
り
、
第
三
十
号
を

第
二
十
九
号
と
し
、
第
三
十
一
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
三
十
二
号
を
第
三
十
一
号
と
す
る
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
六
号
委
任
事
務
の
欄2

4

中
「
第

二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
第

一
項
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄2

5

中
「
第

三
十
条
第
一
項
（
法
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
（
法
第
三
十
六
条
第
二

項
」
に
改
め
、
同
欄2

6

中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十

一
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄2

7

中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三

十
七
条
」
に
改
め
、
同
欄2

8

中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
、
同
欄2

9

中
「
第

三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
欄3

0

中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄3

1

中

「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二

項
」
に
改
め
、
同
欄3

2

中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三

十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
公
の
施
設
の
表
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務

46 

68 69 70 71 

31 

29 

49 

33 

29 

32 72 
30 

13 

14 

12 
12 

11 

27 

30 

28 

27 

26 

67 

31 

29 25 24 

28 

  30 

47 

50 

32 



の
欄
１
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
五
条
第
一
項
」

を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
表
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
１
を
削
り
、
同
欄
２
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
自
立
訓
練
施
設

内
の
秩
序
を
著
し
く
乱
し
た
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
２
を
同
欄
１
と
し
、
同
欄
中

３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

４ 

条
例
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
利
用
料
金
の

減
額
又
は
免
除
に
つ
い
て
承
認
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
公
の
施
設
の
表
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
長
の
項
委
任
事
務
の
欄1

2

中
「
別
表
第

二
第
一
号
第
八
項
」
を
「
別
表
第
二
第
一
号
第
九
項
」
に
改
め
、
同
表
農
業
大
学
校
長
の
項
第

一
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
欄
２
を
削
り
、
同

欄
３
中
「
担
い
手
養
成
部
」
を
「
大
学
校
」
に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄
２
と
し
、
同
欄
中
４
を

３
と
し
、
５
を
４
と
し
、
同
欄
６
中
「
担
い
手
養
成
部
」
を
「
大
学
校
」
に
改
め
、
同
欄
６
を

同
欄
５
と
す
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
八
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
、
食
品
衛
生

法
施
行
規
則
」
を
「
及
び
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
」
に
改
め
、
「
、
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平

成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
条
例
」
と
い
う
。
）
及

び
食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
関
す
る
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
２
中
「
第
六
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
五
条

第
二
項
」
に
、
「
３
、
４
」
を
「
４
、
７
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
を

「
第
五
十
六
条
第
二
項
（
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に

改
め
、
「
施
行
令
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
営
業
に
係
る
」
を
削
り
、
「
許
可
営
業
者
」
の
下

に
「
又
は
届
出
営
業
者
」
を
加
え
、
同
欄
中
８
か
ら2

1

ま
で
を
削
り
、
７
を1

0

と
し
、
６
を
９

と
し
、
同
欄
５
中
「
申
請
書
」
の
下
に
「
又
は
営
業
の
届
出
書
」
を
加
え
、
同
欄
５
を
同
欄
７

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

８ 

施
行
規
則
第
七
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
廃
業
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄
４
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 
 

５ 

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
営
業
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
等
の
回
収
に
着
手
し
た
旨
及
び
回
収

の
状
況
に
つ
い
て
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

10 

21 

12 



 
 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
八
号
専
決
事
項
の
欄
１
及
び
２
中
「
第
六

十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第

五
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
五
十
四
条
（
法
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
（
法
第
六

十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
五
十
五
条
（
法
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
六

十
条
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
五
十
六
条
（
法
第
六
十
二
条
第
一

項
」
を
「
第
六
十
一
条
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
五
十
五
条
第
一

項
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
（
法
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
」
に
改
め
、
同
欄1

0

中
「
申
請
書
」
の
下
に

「
又
は
営
業
の
届
出
書
」
を
加
え
、
同
欄1

1

中
「
施
行
条
例
第
六
条
」
を
「
施
行
規
則
第
七
十

一
条
の
二
」
に
、
「
営
業
の
廃
止
」
を
「
廃
業
」
に
改
め
、
同
欄
中1

2

か
ら1

8

ま
で
を
削
り
、

同
項
第
四
十
二
号
委
任
事
務
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      
 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
中
第
四
十
五
号
を
削
り
、
第
四
十
六
号
を
第

四
十
五
号
と
し
、
第
四
十
七
号
を
第
四
十
六
号
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
南
部
保
健
所
長
、
春
日
部
保
健
所
長
、
狭
山
保
健
所
長
及
び

熊
谷
保
健
所
長
の
項
第
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
及
び
食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
五
十
四
条

（
法
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２

中
「
第
五
十
五
条
（
法
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
欄
３
中
「
第
五
十
六
条
（
法
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
（
法
第
六
十

八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
（
法
第
六
十
二

条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
欄
５
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
衛
生
研
究
所
長
の
項
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
食
品
衛
生
法
」
の
下

に
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
専
決
事
項
の
欄
中
「
食

品
衛
生
法
」
を
「
法
」
に
、
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
法
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
表
食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第

五
十
九
条
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
六
十
条
」
に
改
め
る
。 

１ 

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
必
要
な
報

告
を
求
め
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
の
回
収
に
着
手
し
た
旨
及
び
回

収
の
状
況
に
つ
い
て
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

18

 

12 

11 

10 



第
三
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
二
号
委
任
事
務
の
欄
２
中
「
第
七
条

第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
二
項
」
を
「
第

四
項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
十
三
項
」

を
「
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
十
四
条
第
十
四
項
」
を
「
第
十
四
条
第
十
六
項
」

に
改
め
、
同
欄1

5

中
「
第
二
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
」

に
改
め
、
同
欄1

6

中
「
第
三
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
十
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
」

に
改
め
、
同
欄1

9

及
び2

2

中
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
５
中

「
第
六
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄
中2

9

を3
0

と
し
、2

1

か

ら2
8

ま
で
を2

2

か
ら2

9

ま
で
と
し
、
同
欄2

0

中
「
第
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
三

項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
四
項
」
に
、
「
第
三
十
九
条
第
四
項
」
を

「
第
三
十
九
条
第
六
項
」
に
、
「
第
四
十
条
の
五
第
四
項
」
を
「
第
四
十
条
の
五
第
六
項
」
に

改
め
、
同
欄2

0

を
同
欄2

1

と
し
、
同
欄
中1

9

を2
0

と
し
、1

2

か
ら1

8

ま
で
を1

3

か
ら1

9

ま
で
と

し
、1

1

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

1
2
 
 

法
第
七
十
二
条
の
二
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
販
売
業
者
（
配

置
販
売
業
者
を
除
く
。
）
、
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
再
生
医
療

等
製
品
の
販
売
業
者
に
対
し
、
薬
事
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置
が
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ

き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
家
畜
衛
生
保
健
所
長
の
項
第
三
号
委
任
事
務
の
欄
３
中
「
第

二
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第

三
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
十
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第

三
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄1

3

中
「
第
四
十
条
の
五
第
四

項
」
を
「
第
四
十
条
の
五
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
規
定 

令
和
三
年
六
月
一
日 

二 

第
三
条
の
規
定 

令
和
三
年
八
月
一
日 

16 

22 

19 

21 

29 

22 

28 

20 

20 
15 

21 

13 

18 

12 

20 

19 

11 
12 

13 

19 

29 

30 


